
お問い合わせは 保健予防課　☎0776-20-0351 FAX 20-0643 

☎お近くの保健所の相談窓口に電話（24時間対応可能）

マスクの購入は必要な分だけ

県中小企業者向け経営相談窓口 福井労働局総合労働相談コーナー

使い捨てマスクがないときは代用品を使う

紹介された医療機関を受診

・ 強いだるさ（倦
け ん た い か ん

怠感）や息苦しさ

・ ３７．５度以上の発熱が４日以上続く

このような方はご相談ください

風邪症状がある場合

感染を防ぐために

マスクについてのお願い

●PCR検査が保険適用となりましたが、左の症状がある場合には、直

接医療機関を受診せず、お近くの保健所にご相談ください。

●現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が多くみら

れます。まずはかかりつけ医などに電話でご相談ください。

● 福井市保健所（福井市西木田） ☎0776-33-5184

● 福井保健所（福井市西木田） ☎0776-36-3429

● 坂井保健所（あわら市春宮） ☎0776-73-0600

● 奥越保健所（大野市天神町） ☎0779-66-2076

● 丹南保健所（鯖江市水落町）　☎0778-51-0034

● 二州保健所（敦賀市開町）　　☎0770-22-3747

● 若狭保健所（小浜市四谷町）　☎0770-52-1300

※休日や夜間は携帯電話番号がアナウンスされます。

咳
せき

エチケット マスクの着用 外出を控える

Fukui Pref. provides information on new coronavirus infections in multiple languages.

☎︎0776-88-0062（Fukui Consultation Center for Foreign Residents） 
☎︎0770-21-3455（Fukui Reinan Consultation Center for Foreign Residents）

● 正しい手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒を行う。
● できる限り人混みの多い場所は避ける。
● 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避ける。

経営安定資金の融資など、資金繰りの相談を受け付け
る窓口を県庁内に設置しています。

☎︎0776-20-0373（産業政策課内）

　支援制度については 福井県  金融制度

風邪や感染症の疑いのある方がマスクを確保でき

るよう、必要な分だけ買いましょう。

県ホームページを
随時更新中

ガーゼマスクやタオルなど口をふさげるものでも、 

くしゃみなどの飛び散りを防ぐ効果があります。

保護者の休暇取得やテレワーク導入に関する支援制
度のほか、解雇や休業、売上縮小に伴う雇用調整助成
金の適用などの相談を受け付けています。

☎︎0776-22-3363（福井労働局内）

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症の予防には、インフルエンザと同様の感染対策が重要です。

県では、新型コロナウイルスに関する情報をホームページで随時お知らせしています。

For foreign residents living in Fukui Pref.　（県内にお住まいの外国人の方へ）

企業向けの相談窓口はこちら
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